
広報かみのかわ  27.5.1

【
5
月
の
記
念
日
】 

5
月
6
日
は
立
夏
。ま
た
、「
ゴ
ム（
5
6
）の
日
」で
も
あ
り
ま
す
。
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▼
日
時
＝

　

6
月
9
日（
火
）・
10
日（
水
）

　

午
前
8
時
〜
午
後
3
時

▼
内
容
＝

9
日（
火
）

①
農
業
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン（
ス
ー
パ
ー

ソ
ー
ラ
ー
・
ベ
ジ
タ
ロ
ン
・
ク
リ
ン

テ
ー
ト
・
ト
ー
カ
ン
エ
ー
ス
・
ユ
ー

ラ
ッ
ク
な
ど
。た
だ
し
、不
織
布
は
回

収
し
ま
せ
ん
。）

②
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
素
材
で
で
き
た
肥
料
袋

③
黒
マ
ル
チ
・
灌
水
チ
ュ
ー
ブ
等

④
農
薬
空
き
ボ
ト
ル
・
空
き
袋

※
よ
く
洗
浄
・
乾
燥
し
、ラ
ベ
ル
を
完
全

に
は
が
し
、半
透
明
の
ゴ
ミ
袋
に
入

れ
て
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。守
ら
れ
て

い
な
い
場
合
は
、回
収
で
き
ま
せ
ん
。

10
日（
水
）

⑤
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル（
ク
リ
ー
ン
エ
ー

ス
・
キ
リ
ナ
イ
ン
・
ノ
ン
キ
リ
ー
・
ハ

イ
ヒ
ッ
ト
モ
ヤ
レ
ス
・
キ
リ
サ
ラ
バ

な
ど
）

①
〜
⑤
に
そ
れ
ぞ
れ
分
別
し
て
く
だ

さ
い
。

※
種
類
ご
と
に
回
収
を
実
施
し
ま
す
。

　

必
ず
分
別
の
う
え
、つ
づ
ら
折
り
に

し
、
同
資
材
の
ヒ
モ
又
は
灌
水

チ
ュ
ー
ブ
で
は
ず
れ
な
い
よ
う
２
か

所
を
結
束
し
、指
定
さ
れ
た
日
に
搬

入
し
て
く
だ
さ
い
。こ
れ
以
外
は
受

け
付
け
ま
せ
ん
。

※
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
に
金
属（
針
金

な
ど
）が
つ
い
て
い
る
場
合
は
、必
ず

取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
＝
Ｊ
Ａ
う
つ
の
み
や
上
三
川
野

菜
集
荷
所（
上
蒲
生
3
7
8
番
地
）

▼
処
理
負
担
金
＝
重
量
負
担
15
円
／

k
g（
1
0
0
円
未
満
切
り
捨
て
）

※
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

印
か
ん
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他
＝
廃
棄
物
処
理
法
に
よ
り
、

野
焼
き
や
不
法
投
棄
を
す
る
と
、罰

則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

Ｊ
Ａ
う
つ
の
み
や

　

上
三
川
野
菜
集
荷
所

　
　
　
　

6
6
8
8

　

産
業
振
興
課　

農
産
園
芸
係

　
　
　
　

9
1
3
8

●
特
設
相
談
所
開
設

▼
日
時
＝
6
月
1
日（
月
）

　
　
　
　

午
前
9
時
〜
正
午

▼
場
所
＝
上
三
川
町
役
場
町
民
相
談
室

６
月
１
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

６６６６６６６６
月月月月月月月月
１１１１１１１１
日日日日
はははは「「「「「「「「
人人人人人人人人
権権権権権
擁擁擁擁擁
護護護護
委委委委委
員員員員員員員
のののののの
日日日
」」」」」」

６
月
１
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

６
月
１
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
回
収

　
　
　
　
（
分
別
収
集
）を
実
施
し
ま
す

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
回
収

　
　
　
　
（
分
別
収
集
）を
実
施
し
ま
す

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
回
収

　
　
　
　
（
分
別
収
集
）を
実
施
し
ま
す

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、昭
和

24
年
6
月
1
日
に
人
権
擁
護
委
員
法
が
施

行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、6
月
1
日
を「
人
権

擁
護
委
員
の
日
」と
定
め
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
と
は
、地
域
の
方
の
身
近

な
相
談
相
手
と
し
て
人
権
相
談
を
受
け
、問

題
解
決
の
お
手
伝
い
や
法
務
局
の
職
員
と

協
力
し
て
人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
者
の
救

済
を
し
ま
す
。ま
た
地
域
の
方
に
人
権
に
つ

い
て
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
啓

発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

啓
発
活
動
重
点
目
標
を「
み
ん
な
で
築
こ

う
人
権
の
世
紀　

〜
考
え
よ
う　

相
手
の

気
持
ち　

育
て
よ
う　

思
い
や
り
の
心
〜
」

と
定
め
、21
世
紀
が「
人
権
の
世
紀
」で
あ
る

こ
と
を
改
め
て
思
い
起
こ
し
、一
人
一
人
が
人

権
を
尊
重
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
正
し
く

認
識
し
、こ
れ
を
前
提
と
し
て
他
人
の
人
権

に
も
十
分
配
慮
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、一
人
一
人
の
心
に
訴
え
る
こ
と

に
よ
り
、全
て
の
人
々
が
個
人
と
し
て
尊
重

さ
れ
、相
互
に
共
存
し
得
る
平
和
で
豊
か
な

社
会
の
実
現
に
向
け
た
啓
発
活
動
を
展
開

し
ま
す
。

町
で
は
先
の
通
り
人
権
擁
護
委
員
に
よ

る
特
設
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。相
談
は
無

○
町
の
人
権
擁
護
委
員

　

大
橋　

佳
夫
さ
ん

　

岡
本　

貞
子
さ
ん

　

鈴
木　

武
夫
さ
ん

　

深
谷　

和
子
さ
ん

　

菊
地　

守
人
さ
ん

　

田
中　

則
子
さ
ん

お
お  

は
し           

よ
し    

お

お
か  

も
と           
さ
だ    

こ

す
ず    

き            

た
け    

お

ふ
か    

や             

か
ず    

こ

き
く    

ち             

も
り    

と

 

た    

な
か            

の
り    

こ

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　
　
　
　

9
1
2
8

56

料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

56 56



日にち

5月   7日（木）

5月  8日（金）

5月 20日（水）

5月 22日（金）

5月 26日（火）

6月  4日（木）

6月  1日（月）

6月  3日（水）

6月  4日（木）

6月  5日（金）

本北コミセン

東館南集会所

中央公民館

石田コミセン

坂上コミセン

いきいきプラザ

本郷地域福祉センター
（きらきら館）

桃畑公民館

本北コミセン

東館南集会所

午前9時30分～
12時30分

午前10時～
12時

エプロン教室

栄養士による

講話と調理実習

費用：100円

口腔ケア

時　間 内　容 場　所 申し込み先

在宅介護支援センターによる
介護予防教室のご案内

在宅介護支援センターによる
介護予防教室のご案内

今日の元気を明日の元気に！！おおむね65歳以上の方を対象に介護予防教室を実施します。
みんなで楽しく活動しましょう。みなさまの参加をお待ちしています。

広報かみのかわ  27.5.1

【
5
月
の
記
念
日
】 

5
月
の
第
2
日
曜
日（
今
年
は
5
月
10
日
）は
母
の
日
で
す
。
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▶問い合わせ先＝保険課　高齢者支援係　　　　910256

▶問い合わせ先＝税務課　納税係　　　　912156

次のいずれかに該当する方は軽自動車税の減免の対象になりますので、税務課まで申請してください。
▶対象となる軽自動車＝
①公益のため直接専用する軽自動車等
　(社会福祉法人で上三川町から身体障がい者デイサービス事業、障がい者ホームヘルパー派遣事
業及び障がい者生活支援事業、在宅知的サービス事業並びに在宅介護支援センター運営事業等
の業務委託を受け、専らその事業の用に供するもの)
②生活保護法の規定により生活扶助を受けている方の所有する原動機付自転車(1台に限る)
③身体又は精神に障がいを有するため、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(家族所有のものを
含む)で、障がい者かその家族が運転するもののうち、必要があると認めるもの(1台に限る)

④その構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等(車検証の車体の形
状欄に『車いす移動車』等と記載されているもの)

▶申請に必要なもの＝
印かん、納税通知書、障がいの状態に関する証明書(障害者手帳、療育手帳など)、運転免許証
(④については、印かん、納税通知書、及びその構造が分かるもの(車検証など))
▶申請期限＝
6月1日(月)まで

軽自動車税の減免軽自動車税の減免軽自動車税の減免

ふじやまの里
095856

友愛苑
888556

友愛苑
888556

ふじやまの里 095856

トータスホーム 222052


